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◎各 教 育 局 長 
◎各 道 立 学 校 長 
◎各 市 町 村 教 育 委 員 会 教 育 長 
◎（ 各 市 町 村 立 学 校 長 ） 
◎各教科用図書採択地区協議会長 
◎各教科書センター（分館を含む）館長 
 国立大学法人北海道教育大学長 
 （各附属小・中・特別支援学校長） 
 各 国 立 高 等 専 門 学 校 長 
 北 海 道 総 務 部 長 
 （ 法 務 ・ 法 人 局 学 事 課 長 ） 
 各 私 立 学 校 長  

北海道教育委員会教育長  
教科書採択における公正確保の徹底等について（通知） 

 このことについて、別添のとおり、文部科学省初等中等教育局長から通知がありました。 
教科書は、全ての児童生徒が学校の授業や家庭における学習活動において必ず用いることとなる

極めて公共性の高いものであり、著作・編集から検定、採択、供給に至るまでのいずれの段階にお

いても適正に行われる必要があります。中でも、採択は、実際に児童生徒が用いる教科書を選択す

る重要な行為であり、いかなる疑惑の目も向けられることのないよう、特に高い公正性・透明性が

求められます。 
このため、採択権者の判断と責任により、綿密な調査研究を踏まえた上で、採択が適切に行われ

る必要であることはもとより、採択権者である教育委員会や学校長は、採択結果やその理由につい

て、保護者や地域住民等に対して説明責任を果たすことが重要となります。 
 つきましては、本通知について、各機関において所管する全ての学校、教職員等に対して周知徹

底を図るとともに、教科書採択の公正性・透明性の確保に万全を期すようお願いいたします。   
（ 総 務 政 策 局 総 務 課 人 事 グ ル ー プ ） 
（ 総 務 政 策 局 教 職 員 課 服 務 制 度 グ ル ー プ ） 
（ 総 務 政 策 局 教 職 員 課 服 務 管 理 グ ル ー プ ） 
（学校教育局高校教育課高校教育指導グループ） 
（学校教育局義務教育課義務教育グループ） 
（学校教育局特別支援教育課学校教育指導グループ） 
（学校教育局健康・体育課学校保健・体育グループ） 

様 

























事 務 連 絡

平成３０年５月１４日

各都道府県教育委員会教科書関係事務主管部課長

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 長
殿

附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 の 長

附属学校を置く各公立大学法人の理事長

文部科学省初等中等教育局教科書課

「教科書採択における公正確保の徹底等について（通知）」の一部訂正について

平成 30 年 3 月 30 日付け文部科学省初等中等教育局長通知「教科書採択における公正確

保の徹底等について」（29 文科初第 1807 号）において、表記の誤りがありましたので、

下記のとおり訂正いたします。

記

２．教科書採択方法の改善について

（４）同一の教科書の採択期間について

訂正前：○ その特例として，義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

施行規則（昭和 39年文部省令第 2号。以下「無償措置法施行規則」という。）

第 6 条各号に掲げる場合には，上記にかかわらず異なる教科書を採択する

ことができることとされているが，それ以外の場合においては，採択替え

を行うことはできないこと。

また，平成 33 年度から新しい中学校学習指導要領が実施される予定であ

るが，その場合には，平成 30年度に新たに採択されることとなる中学校「特

別の教科 道徳」の教科書に関しては，無償措置法施行令第 15 条第 2 項及

び第 3 項の規定に基づいて，平成 31 年度及び平成 32 年度の 2 年間同一の

教科書を採択しなければならないこととなること。

訂正後：○ その特例として，義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

施行規則（昭和 39年文部省令第 2号。以下「無償措置法施行規則」という。）

第 6 条各号に掲げる場合には，上記にかかわらず異なる教科書を採択する

ことができることとされているが，それ以外の場合においては，採択替え

を行うことはできないこと。

また，平成 33 年度から新しい中学校学習指導要領が実施される予定であ

るが，その場合には，平成 30年度に新たに採択されることとなる中学校「特

別の教科 道徳」の教科書に関しては，無償措置法施行令第 15 条第 2 項及

び第 3 項の規定に基づいて，平成 30 年度及び平成 31 年度の 2 年間同一の

教科書を採択しなければならないこととなること。

以上

【本件担当】

文部科学省初等中等教育局教科書課 企画係
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